
議案第 8 号 

   丸亀市学校職員の服務に関する規則の一部改正について 

 丸亀市学校職員の服務に関する規則の一部を次のとおり改正いたしたい。 

  令和 7 年 5 月 23 日 

 

丸亀市教育委員会        

教育長 末 澤 康 彦     

 

丸亀市学校職員の服務に関する規則の一部を改正する規則 

丸亀市学校職員の服務に関する規則(平成 17 年教育委員会規則第 16 号)の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

第 3 章 休暇等の請求等 第 3 章 休暇等の請求等 

(職員の介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の請求等) 

第 8 条 略 

(職員の介護休暇及び介護時間の請求等) 

第 8 条 略 

2～5 略 2～5 略 

6 子育て部分休暇の承認を受けようとする職員は、子育て部分休暇承

認(取消)請求書(様式第 11 号の 4)を教育長に提出しなければならな

い。 

 

 様式第 11 号の 3 の次に次の 1 様式を加える。 
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様

　　　　　学 校 名

　　　　　職 ・ 氏名　　

　次のとおり子育て部分休暇の承認を請求します。

氏 名

請 求 者 と の
続 柄 等

生 年 月 日

午前 から

午前 まで

午後 から

午後 まで

午前 から

午前 まで

午後 から

午後 まで

３　備　　　　考

注

時　　　　分

時　　　　分

時　　　　分

　　　　年　　月　　日まで

　　　　年　　月　　日から

時　　　　分
　　その他　（　　　　　）

時　　　　分

　　その他　（　　　　　）

時　　　　分
　　毎　日　　　　年　　月　　日から

　　　　年　　月　　日まで

様式第１１号の４  （第８条関係）

１　　該当する□には、✓印を記入すること。
２　　「３　備考」欄には、請求に係る子が養子の場合は養子縁組の効力が生じた日を記入すること。
３　　「２　請求期間」欄に記入された期間内における子育て部分休暇の承認の請求及び取消しの請求
　は、裏面に記入して行うこと。

　　　年　　　月　　　日

２　請 求 期 間

時　　　　分

　１　請求に係る子

子育て部分休暇承認（取消）請求書

　　毎　日
時　　　　分

　　　　年　　月　　日

(表）
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（裏）

請求年月日

承認年月日 年　月　日 午　前 午　後 時間数

年　　　月　　　日 時　　　分から 時　　　分から 時間

年　　　月　　　日 　時　　　分まで 　時　　　分まで 分

年　　　月　　　日 時　　　分から 時　　　分から 時間

年　　　月　　　日 　時　　　分まで 　時　　　分まで 分

年　　　月　　　日 時　　　分から 時　　　分から 時間

年　　　月　　　日 　時　　　分まで 　時　　　分まで 分

年　　　月　　　日 時　　　分から 時　　　分から 時間

年　　　月　　　日 　時　　　分まで 　時　　　分まで 分

年　　　月　　　日 時　　　分から 時　　　分から 時間

年　　　月　　　日 　時　　　分まで 　時　　　分まで 分

年　　　月　　　日 時　　　分から 時　　　分から 時間

年　　　月　　　日 　時　　　分まで 　時　　　分まで 分

年　　　月　　　日 時　　　分から 時　　　分から 時間

年　　　月　　　日 　時　　　分まで 　時　　　分まで 分

年　　　月　　　日 時　　　分から 時　　　分から 時間

年　　　月　　　日 　時　　　分まで 　時　　　分まで 分

承認権
者　 の
確　 認

請求者
の確認

請求に基づく承認又は取消し後の子育て部分休暇の時間
備　　考

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日
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附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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